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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　便器と、
　前記便器の上部後方に設置され、給水源から供給される水を前記便器に供給することに
より水洗洗浄を可能とした便器洗浄バルブを内装する本体部と、
　前記本体部に回転可能に軸支された便座と、
　前記本体部に回転可能に軸支された便蓋と、
　前記本体部に設けられ、人体を検知可能な人体検知センサと、
　を備え、
　前記便蓋を開閉する便蓋電動開閉装置が前記本体部に設けられ、
　前記便器洗浄バルブと前記便蓋電動開閉装置は、前記本体部の後部において隣接して設
置され、
　前記人体検知センサは、前記本体部の上面の後部に、当該上面から突出させて設け、
　前記便蓋の後端付近で、前記便蓋が閉じた状態において前記人体検知センサの上方に、
前記便蓋とは異なる材料により形成される透過窓が配設され、
　前記便蓋が閉じた状態において、前記便蓋の下面と本体部の上面との隙間が、本体部後
部における人体検知センサと便蓋の透過窓との間で最小となるように形成され、
　前記便蓋は、閉じた状態において前記便座及び前記本体部の上面の略全体を覆うことを
特徴とするトイレ装置。
【請求項２】
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　便器と、
　前記便器の上部後方に設置され、給水源から供給される水を前記便器に供給することに
より水洗洗浄を可能とした便器洗浄バルブを内装する本体部と、
　前記本体部に回転可能に軸支された便座と、
　前記本体部に回転可能に軸支された便蓋と、
　前記本体部に設けられ、人体を検知可能な人体検知センサと、
　を備え、
　前記便座に座った使用者に向けて吐水口から水を噴射するノズルユニットと、前記便蓋
を開閉する便蓋電動開閉装置と、が前記本体部に設けられ、
　前記ノズルユニットは、前記本体部の前部に配置され、
　前記便器洗浄バルブと前記便蓋電動開閉装置は、前記本体部の後部において隣接して設
置され、
　前記人体検知センサは、前記本体部の上面の後部に、当該上面から突出させて設け、
　前記便蓋の後端付近で、前記便蓋が閉じた状態において前記人体検知センサの上方に、
前記便蓋とは異なる材料により形成される透過窓が配設され、
　前記便蓋が閉じた状態において、前記便蓋の下面と本体部の上面との隙間が、本体部後
部における人体検知センサと便蓋の透過窓との間で最小となるように形成され、
　前記便蓋は、閉じた状態において前記便座及び前記本体部の上面の略全体を覆うことを
特徴とするトイレ装置。
【請求項３】
　前記人体検知センサは、前記便蓋が閉じた状態において前記透過窓を介して人体を検知
可能とされたことを特徴とする請求項１または２に記載のトイレ装置。
【請求項４】
　前記人体検知センサは、人体が発する赤外線を集光するレンズと、前記赤外線を検知す
る焦電素子と、を有することを特徴とする請求項３記載のトイレ装置。
【請求項５】
　前記本体部の前記上面には、周囲よりも凹ませた凹設部が設けられ、
　前記レンズは、少なくともその一部が前記凹設部に埋め込まれてなることを特徴とする
請求項４記載のトイレ装置。
【請求項６】
　便蓋に支持された前記透過窓は、便蓋が閉じて前記透過窓に押圧力が加わった際に、
　前記人体検知センサに接触することなく、前記本体部の上面のケースカバーによって支
持されるよう配置されている事を特徴とする請求項３に記載のトイレ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トイレ装置に関し、より具体的には、開閉自在な便蓋を備えたトイレ装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　水洗トイレのなかで、「水道直圧式」などと呼ばれる形式のトイレ装置がある。これは
、ロータンクなどを用いず、水道から供給される水をそのまま洗浄水として便器に流すこ
とにより水洗洗浄を可能としたものである（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　水道直圧式のトイレ装置は、ロータンクなどを設ける必要がないため、コンパクトです
っきりとしたデザインとすることが容易であり、狭いトイレ空間などに設置しても圧迫感
がない点で優れる。しかし、トイレ装置の後方に設けられる本体カバーとその前方の便蓋
との間に隙間が生ずるので、ゴミなどが溜まりやすく清掃性に欠けていた。
【０００４】
　一方、使用者の接近あるいは存在を検知する人体検知センサの検出結果に基づき、便蓋
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を自動開閉する便蓋装置が開示されている（特許文献２）。
【特許文献１】特開２００１－１９３１３２号公報
【特許文献２】特開２００４－２６７３４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、すっきりとした外観で表面の清掃性にも優れたトイレ装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様によれば、
　　便器と、
　前記便器の上部後方に設置され、給水源から供給される水を前記便器に供給することに
より水洗洗浄を可能とした便器洗浄バルブを内装する本体部と、
　前記本体部に回転可能に軸支された便座と、
　前記本体部に回転可能に軸支された便蓋と、
　前記本体部に設けられ、人体を検知可能な人体検知センサと、
　を備え、
　前記便蓋を開閉する便蓋電動開閉装置が前記本体部に設けられ、
　前記便器洗浄バルブと前記便蓋電動開閉装置は、前記本体部の後部において隣接して設
置され、
　前記人体検知センサは、前記本体部の上面の後部に、当該上面から突出させて設け、
　前記便蓋の後端付近で、前記便蓋が閉じた状態において前記人体検知センサの上方に、
前記便蓋とは異なる材料により形成される透過窓が配設され、
　前記便蓋が閉じた状態において、前記便蓋の下面と本体部の上面との隙間が、本体部後
部における人体検知センサと便蓋の透過窓との間で最小となるように形成され、
　前記便蓋は、閉じた状態において前記便座及び前記本体部の上面の略全体を覆うことを
特徴とするトイレ装置が提供される。
【０００７】
　　また、本発明の他の一態様によれば、
　便器と、
　前記便器の上部後方に設置され、給水源から供給される水を前記便器に供給することに
より水洗洗浄を可能とした便器洗浄バルブを内装する本体部と、
　前記本体部に回転可能に軸支された便座と、
　前記本体部に回転可能に軸支された便蓋と、
　前記本体部に設けられ、人体を検知可能な人体検知センサと、
　を備え、
　前記便座に座った使用者に向けて吐水口から水を噴射するノズルユニットと、前記便蓋
を開閉する便蓋電動開閉装置と、が前記本体部に設けられ、
　前記ノズルユニットは、前記本体部の前部に配置され、
　前記便器洗浄バルブと前記便蓋電動開閉装置は、前記本体部の後部において隣接して設
置され、
　前記人体検知センサは、前記本体部の上面の後部に、当該上面から突出させて設け、
　前記便蓋の後端付近で、前記便蓋が閉じた状態において前記人体検知センサの上方に、
前記便蓋とは異なる材料により形成される透過窓が配設され、
　前記便蓋が閉じた状態において、前記便蓋の下面と本体部の上面との隙間が、本体部後
部における人体検知センサと便蓋の透過窓との間で最小となるように形成され、
　前記便蓋は、閉じた状態において前記便座及び前記本体部の上面の略全体を覆うことを
特徴とするトイレ装置が提供される。
【発明の効果】
【０００８】
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　本発明によれば、すっきりとした外観で清掃性にも優れたトイレ装置を提供することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照しつつ本発明の実施の形態について説明する。　
　図１及び図２は、本発明の実施の形態にかかるトイレ装置の模式斜視図である。　
　すなわち、本実施形態のトイレ装置１００は、洋式腰掛便器８００と、その後方に設け
られた本体部４００と、を有する。本具体例のトイレ装置は、「水道直圧式」であり、便
器に流す洗浄水を制御するためのバルブ機構が本体部４００に内装されている。
【００１０】
　また、本体部４００には、「衛生洗浄装置」としての機能がさらに付与されている。す
なわち、使用者のスイッチ操作などに応じて、本体部４００から吐水ノズル（図示せず）
が便器８００のボウル内に伸出し、その先端付近に設けられた吐水口から水を噴射して、
使用者の「おしり」などを洗浄可能としている。なお、本願明細書において「水」という
場合には、冷水のみならず、加熱されたお湯も含むものとする。　
　また、本体部４００には、さらに「脱臭ユニット」や「温風ユニット」、「室暖ユニッ
ト」などの各種の機構を適宜設けてもよい。この場合、本体部４００の側面には、排気孔
４４０及び排出孔４５０が適宜設けられる。本体部４００の内部構成については、後に詳
述する。
【００１１】
　一方、本体部４００には、便座２００及び便蓋３００がそれぞれ開閉自在に軸支されて
いる。便座２００は本体部４００において相対的に前方に軸支され、一方、便蓋３００は
本体部４００において相対的に後方に軸支されている。つまり、便座２００の回転軸と便
蓋３００の回転軸は、前後方向に離間して設けられている。図１に表したように便蓋３０
０が開いた状態においては、本体部４００と便座２００はほぼ完全に露出し、使用者は便
蓋３００に干渉することなく便座２００に座ることができる。また、便蓋３００を本体部
４００の後方で軸支することにより、便座２００に座る使用者から便蓋３００を遠ざける
ことができる。その結果として、便座２００に座る使用者に開放感を与え、快適な使用感
が得られる。また、例えば、厚手の上着や丈の長いワンピースなどをまくし上げて便座２
００に座るような場合でも、これら上着やワンピースなどが便蓋３００に接触しにくくな
り、使用者に圧迫感や衛生的な不快感を与えることもない。
【００１２】
　一方、図２に表したように便蓋３００が閉じると、便座２００だけでなく本体部４００
もほぼ完全に便蓋３００に覆われた状態となる。本実施形態のトイレ装置は、「水道直圧
式」であるから、図示したトイレ装置のうしろにロータンクなどは配置されず、このまま
の状態でトイレ空間に配置される。このように便蓋３００でトイレ装置のほぼ全体を覆う
ようにすると、非常にスマート且つシンプルで見栄えがすっきりとする。また、トイレ装
置１００の全体を便蓋３００で覆うことにより、使用されていない状態において便座２０
０のみならず本体部４００の上にも埃やチリなどが積もることはない。さらに、便蓋３０
０を閉じた状態において、トイレ装置１００の上面に「隙間」や「凹凸」などがなくなる
ため、濡らした雑巾などで拭き掃除をする際にも、便蓋３００の上面全体を滑らかにサッ
と拭くことができ、清掃性が良好になる。
【００１３】
　また、本具体例においては、本体部４００の側面に段部４０５が形成されている。この
段部４０５は、便蓋３００が閉じた状態において、便蓋３００の側面下端３０５と当接ま
たは近接した状態で整合し、本体部４００の側面と便蓋３００の側面とはほぼ連続した同
一面を形成する。その結果として、便蓋３００が閉じた状態において、衛生洗浄装置１０
０の側面にも便蓋３００から本体部４００に至る連続平面が形成され、見栄えがさらにす
っきりとするとともにホコリや汚れが堆積することも防止できる。また、便蓋３００を閉
じた状態でトイレ装置１００の側面を拭き掃除した場合にも、雑巾がひっかかることなく
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滑らかにサッと拭くことができる。
【００１４】
　一方、本具体例のトイレ装置の本体部４００は、便座２００の軸支部と便蓋３００の軸
支部との間に、閉じた状態の便蓋３００とほぼ並行な面となる上面を有しており、その上
面に人体検知センサ５００が設けられている。また、便蓋３００の後部には透過窓３１０
が設けられている。便蓋３００が閉じた状態において、人体検知センサ５００は透過窓３
１０を介して使用者の存在を検知可能とされている。そして、使用者を検知すると、例え
ば便蓋３００を自動的に開くことができる。
【００１５】
　次に、本具体例のトイレ装置の本体部４００の内部構造について説明する。　
　図３は、本体部４００の内部を前方から眺めた斜視図である。　
　また、図４は、本体部４００の内部を後方から眺めた斜視図である。　
　ケースカバー４３０の上面には、人体検知センサ５００の近傍に表示部６７０が適宜設
けられている。表示部６７０は、例えばトイレ装置１００に対する電源の投入状態などを
適宜表示する役割を有する。また、ケースカバー４３０の前部の上部においては、便座２
００を自動開閉させるための電動開閉ユニット７８０が突出して設けられている。
【００１６】
　一方、ケースカバー４３０の内部の前部には、ノズルユニット６１０、温風ユニット６
２０、脱臭ユニット６３０、が併設されている。ノズルユニット６１０は、進退自在の吐
水ノズルを有し、便座２００に座った使用者の「おしり」などに水を噴射して洗浄する役
割を有する。温風ユニット６２０は、便座２００に座った使用者の「おしり」などに温風
をあてて乾燥させる役割を有する。脱臭ユニット６３０は、便器８００のボウル内の空気
を吸引し、脱臭して排気孔４４０から排出する役割を有する。
【００１７】
　また、ケースカバー４３０の内部の前部にはＡＣ（交流）コントローラ６４０が設けら
れ、その後部には、ポンプユニット６５０と熱交換ユニット６６０が設けられている。熱
交換ユニット６６０に供給された水が加熱され、ポンプユニット６５０で水に脈動を付与
し、ノズルユニット６１０にこの脈動水を供給する。
【００１８】
　また、ケースカバー４３０の側面には、補助操作ユニット６８０が設けられている。補
助操作ユニット６８０には、便器８００に洗浄水を流したり、ノズルユニット６１０によ
る「おしり」の洗浄などを操作するスイッチが設けられ、例えば、リモコン（図示せず）
による操作が不可能な状態においてもトイレ装置１００の動作を制御可能としたものであ
る。また、ケースカバー４３０の下方後部には、バルブユニット６９０が設けられている
。バルブユニット６９０は、水道から供給された水のポンプユニット６５０への供給を制
御する役割を有する。
【００１９】
　一方、ケースカバー４３０の内部の前部上部には、ＤＣ（直流）コントローラ７００と
ドライバユニット７１０とが併設されている。そして、ケースカバー４３０の内部の後部
には、電動開閉ユニット７２０と便器洗浄バルブユニット７３０とが隣接して設置されて
いる。電動開閉ユニット７２０は、便蓋３００を開閉する役割を有する。便器洗浄バルブ
ユニット７３０は、便器８００に流す洗浄水の供給を制御する役割を有する。すなわち、
水道から供給される水は、便器洗浄バルブユニット７３０を介して便器８００に供給され
水洗洗浄が実施される。
【００２０】
　一方、ケースカバー４３０の内部の最後部には、室暖ユニット７４０が設けられている
。室暖ユニット７４０は、温風を排出孔４５０から排出することによりトイレ装置が設置
されたトイレ空間を暖房する役割を有する。また、下端には、電源コードが配設され、外
部からトイレ装置に交流１００ボルトなどの電源を供給する。
【００２１】
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　図５は、便器洗浄バルブユニット７３０の取り付け構造を説明するための斜視図である
。　また、図６は、便器洗浄バルブユニット７３０の取り付け部を上方から眺めた模式図
である。
【００２２】
　便器洗浄バルブユニット７３０は、便器８００の後ろ側に固定された便器側ベースプレ
ート７６０に支持され、給水配管７３５により便器８００に接続されている。便器８００
の上面には、本体部４００の取付基板７７０が固定される。そして、便器洗浄バルブユニ
ット７３０は、取付基板７７０に設けられた開口７７５を貫通してその上方に突出してい
る。　
　図７は、電動開閉ユニット７２０と便器洗浄バルブユニット７３０との配置関係を表す
斜視図である。　
　また、図８は、これら要素を後ろ側から眺めた模式図である。　
　電動開閉ユニット７２０は、取付基板７７０に立設された複数のピン７７２の上にビス
止め固定されている。このようにして、電動開閉ユニット７２０と取付基板７７０との間
にスペースを空け、そのスペースに給水配管７３５を配置している。すなわち、便器洗浄
バルブユニット７３０の給水配管７３５の一方をまたぐようにして電動開閉ユニット７２
０が取付けられている。そして、電動開閉ユニット７２０と便器洗浄バルブユニット７３
０とは、本体部４００の後部において隣接して設置されている。また、図３及び図４に関
して前述したように、トイレ装置１００のノズルユニット６１０をはじめとする各機能部
は、取付基板７７０の前部と電動開閉ユニット７２０の下に適宜配置されている。
【００２３】
　以上説明したように本具体例のトイレ装置は、種々の機能を有する複数のユニット類を
内蔵するが、本具体例によれば、図３及び図４に関して前述したように、ノズルユニット
６１０、温風ユニット６２０、脱臭ユニット６３０、ポンプユニット６５０、熱交換ユニ
ット６６０、バルブユニット６９０などが本体部４００の下方に設けられている。また、
本体部４００の後部には便器洗浄バルブユニット７３０が内装され、電動開閉ユニット７
２０がこれと隣接して本体部４００の後部に設けられている。このように、電動開閉ユニ
ット７２０を本体部４００の後部に設けることにより、便蓋３００を本体部４００の後部
で軸支し、便蓋３００が閉じた時に、本体部４００の上面の略全体を覆うようにすること
ができる。また、電動開閉ユニット７３０をピン７７２によって取付基板７７０の上方に
もちあげて、その下方に便器洗浄バルブ７２０に接続される給水配管７３５を収めたので
、限られたスペースを有効に活用できる。なお、電動開閉ユニット７３０を複数のピン７
７２で取付基板７７０から離間させる代わりに、電動開閉ユニット７３０に複数の長脚を
設けて取付基板７７０に取付けるようにしてもよい。
【００２４】
　また、便器洗浄バルブユニット７３０を本体部４００の後部に内装し、その上方に人体
検知センサ５００を設けることにより、本体部４００のサイズをコンパクトにしつつ、人
体検知センサ５００を本体部４００の上面に設置できる。この点については、後に詳述す
る。なお、人体検知センサ５００を便器洗浄バルブユニット７２０の上方ではなく、電動
開閉ユニット７２０の上方に設けても、同様の作用効果を得ることができる。つまり、電
動開閉ユニット７２０と便器洗浄バルブユニット７３０を本体部４００の後部に内装し、
そのいずれかの上方に人体検知センサ５００を設けることにより、本体部４００のサイズ
をコンパクトにしつつ、透過窓３１０を介して確実な人体検知が可能となる。
【００２５】
　以下、本実施形態のトイレ装置に設けられる人体検知センサ５００について説明する。
【００２６】
　図９は、本実施形態のトイレ装置１００を正面から眺めた斜視図である。　
　図１０至図１２は、人体検知センサ５００の取り付け部を表す拡大斜視図であり、図１
０は便蓋３００が閉じた状態、図１１及び図１２は便蓋３００が開いた状態をそれぞれ表
す。　
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　また、図１３は、便蓋３００が開いた状態においてその軸支部を正面から眺めた拡大斜
視図である。
【００２７】
　本体部４００の上面に凹設部４１０が形成され、人体検知センサ５００は、その一部が
凹設部４１０に埋め込まれるように設けられている。後に詳述するように、人体検知セン
サ５００としては、赤外線検知方式のセンサを用いることができ、例えば焦電センサを用
いると使用者の存在を高い確度で検知できる。焦電センサの場合、その前方の所定の検知
範囲内における発熱体の移動を検知可能とされている。
【００２８】
　図１０に表したように便蓋３００が閉じた状態においては、人体検知センサ５００は、
透過窓３１０を介してトイレ装置１００の前方にいる使用者の存在を検知する。すなわち
、透過窓３１０は、人体検知センサ５００が検知する赤外線を透過する。人体検知センサ
５００として例えば焦電センサを用いた場合、波長約１０マイクロメータ程度の遠赤外線
を検知する。従って、透過窓３１０は、この波長帯の赤外線に対してある程度の透過率を
有する材料からなる。透過窓３１０の材料として例えばポリエチレンを用いることにより
、便蓋３００が閉じた状態においても、使用者の接近や存在を透過窓３１０を介して高い
感度で検知できる。
【００２９】
　一方、透過窓３１０を支持する便蓋３００は、赤外線に対して透過窓３１０よりも低い
透過率を有する材料により形成できる。便蓋３００を透過窓３１０よりも硬くて丈夫な材
料により形成すれば、たわみや変形が少なく、またキズも付きにくくなる。また、便蓋３
００の色も自由に選択でき、便器８００や本体部４００の色に合わせることも容易となる
。これらの要求を満たす便蓋３００の材料としては、例えば、ポリプロピレンなどを挙げ
ることができる。
【００３０】
　便蓋３００が閉じた状態で人体検知センサ５００が使用者を検知すると、例えば本体部
４００に内蔵された電動開閉ユニットを動作させて便蓋３００を自動的に開くことができ
る。また、例えば、便座２００を急速暖房したり、本体部４００に設けられた室内暖房ユ
ニット７４０を動作させてトイレを暖めたり、便器８００に予め少量の洗浄水を流してボ
ウルを濡らすことにより汚れの付着を抑制する処理などを実行することが可能となる。
【００３１】
　そして、図１１及び図１２に表したように便蓋３００が開くと、人体検知センサ５００
の前方に遮蔽体はなくなるので、そのまま使用者の存在を検知することができる。また、
本体部４００には、着座センサ４２０が設けられ、便座２００に座った使用者の存在を検
知可能としている。なお、着座センサ４２０としては、例えば、赤外線を放射しその反射
光量により検知する方式の赤外線センサを用いることができる。
【００３２】
　図１４は、人体検知センサ５００の構造を例示する模式図である。すなわち、図１４は
、人体検知センサ５００として焦電センサを用いた場合の構造を表す。　
　焦電センサは、基板５３０に実装された焦電素子５１０と、その受光面に対向配置され
たレンズ５２０と、を有する。焦電素子５１０は、例えばＰＺＴ（ジルコン酸チタン酸鉛
）系、ＬｉＴａＯ３（タンタル酸リチウム）系、ＰｂＴａＯ３（タンタル酸鉛）系などの
焦電物質を用い、複数の検知領域に分割されている。また、レンズ５２０も、複数のレン
ズ部５２０Ｌに分割されている。人体などの発熱源が移動すると、これらレンズ体５２０
による赤外線の集光パターンも焦電素子５１０の受光面を移動するので、その変化を検知
することができる。
【００３３】
　図１５は、人体検知センサ５００を埋め込んだ本体部４００の一部拡大縦断面図である
。
【００３４】
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　本具体例においては、図９に表したように、人体検知センサ５００を、本体部４００の
上面のケースカバー４３０の後部すなわち便蓋３００の軸支部に近接させて、本体部４０
０の上面にやや突出させて設ける。こうすることにより、透過窓３１０と人体検知センサ
５００との距離を小さくできる。その結果として、透過窓３１０のサイズを小さくしつつ
幅広い範囲を検知することが可能となる。つまり、人体検知センサ５００からみた時に、
小さな透過窓３１０を介して広角の範囲を検知できる。
【００３５】
　前述したように、透過窓３１０は、便蓋３００よりも赤外線に対する透過率の高い材料
で形成する必要があり、このために便蓋３００とは色や質感が異なり、硬度が低く、変形
したりキズなどがつきやすい場合がある。このような場合でも、本実施形態によれば、透
過窓３１０を小さくでき、また便蓋３００の後端付近に設けることができるので、目立た
ず、また人手に触れにくくなるため変形やキズ付きも抑制できるという効果が得られる。
【００３６】
　また、図１５に表したように、本体部４００に凹設部４１０を設け、人体検知センサ５
００の一部分をこの凹設部４１０を埋め込むことにより、人体検知センサ５００を本体部
のケースカバー４３０の上面から大きく突出させることなく、幅広い角度を検知すること
が可能となる。つまり、ケースカバー４３０の上面の清掃性を維持しつつ、確実な人体検
知が可能となる。
【００３７】
　図１６及び図１７は、本具体例のトイレ装置１００において人体検知センサ５００によ
り人体を検知可能な範囲を例示する模式図である。すなわち、図１６は水平方向、図１７
は垂直方向の検知可能範囲を表す。
【００３８】
　図１６から分かるように、人体検知センサ５００により水平方向に４０度の範囲内で人
体９００の検知が可能である。また、図１７から分かるように、垂直方向には３３度の範
囲内で衛生洗浄装置の前方上方の人体９００の検知が可能である。これは、通常の広さの
トイレ空間において、トイレ装置１００に接近する使用者や、トイレ装置１００の前方に
立つ使用者の存在を検知するのに十分な範囲である。また、図１７に表したように、通常
の背丈の大人が便器８００の後端から２．５メータの距離に接近すると検知可能となる。
そして、通常の背丈の大人が便器８００の直前に立ったときの頭部も検知可能である。ま
た、一般に、一人でトイレの使用ができる身長が１メータ弱の子供９１０の場合にも、ト
イレ装置１００の前端から１００ミリメータ程度まで接近すると検知可能となる。むろん
、その子供９１０が便器８００の直前に立った時の頭部も検知可能である。つまり、便器
８００（衛生洗浄装置１００）を使用する大人から子供までの使用者の存在を確実に検知
することが可能である。
【００３９】
　次に、本具体例において用いる透過窓３１０とその取り付け構造についてさらに詳細に
説明する。　
　図１８は、透過窓３１０を取り付ける便蓋３００の取付部を表す斜視図である。　
　便蓋３００の後端には、透過窓３１０を取り付ける開口３４０が形成されている。開口
３４０の前方側壁と左右両側壁には、薄板状のレール３５０が設けられている。一方、開
口３４０の後端には、支持橋３６０が設けられている。透過窓３１０は、便蓋３００の後
ろ側から、支持橋３６０の上を通過し、レール３５０に沿って矢印Ａの方向にスライド挿
入される。
【００４０】
　図１９は、透過窓３１０を斜め上方から眺めた斜視図である。　
　また、図２０は、透過窓３１０を斜め下方から眺めた斜視図であり、
　図２１は、透過窓３１０を横方向に切断した断面斜視図である。
【００４１】
　また、図２２は、透過窓３１０の取り付け部の断面を表す拡大断面図である。
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【００４２】
　透過窓３１０の前方の側面と左右の両側面には、便蓋３００のレール３５０と係合する
レール溝３１２が設けられている。透過窓３１０は、図１８及び図１９に矢印Ａで表した
ように、便蓋３００の後端から、両側端のレール３５０にレール溝３１２を係合させつつ
前方にスライドさせることにより、開口３４０を塞ぐように取り付けることができる。透
過窓３１０を前端までスライドさせると、その前方端のレール溝３１２が開口３４０の前
方端のレール３５０に係合する。このようにして透過窓３１０が便蓋３００に取り付けら
れた状態において、透過窓３１０の上面と便蓋３００の上面とは連続し、これらの間に「
段差」や「つなぎ目」は殆どない状態とされる。見栄えがすっきりとし、拭き掃除なども
滑らかに行うことができる。
【００４３】
　なお、図１８乃至図２２においては、開口３４０の側壁にレール３５０が設けられ、透
過窓３１０の側面にレール溝３１２が設けられた具体例を表したが、本発明はこれには限
定されない。例えば、これとは逆に、開口３４０の側壁にレール溝が設けられ、透過窓３
１０の側面にレールが設けられた構造でもよい。
【００４４】
　一方、透過窓３１０の後部の裏面側の両側には、フック（係合凸部）３１４が設けられ
ている。本具体例においては、フック３１４は鈎状に形成され、レール溝３１２の一部を
切り欠くことによって上下に弾性変形が可能とされている。一方、図１８に表したように
、便蓋３００の支持橋３６０の両端部には、フック用凹部（係合凹部）３６５が設けられ
ている。透過窓３１０をレール３５０に沿って前端までスライドさせると、フック３１４
がフック用凹部３６５に係合し固定される。このようにして、確実且つ容易に透過窓３１
０を便蓋３００に取り付け固定することができる。また、便蓋３００に取り付けられた透
過窓３１０を所定以上の力で後方に引くと、フック３１４が弾性的に後退してフック３１
４とフック用凹部３６５との係合が解除される。従って、レール３５０に沿って透過窓３
１０を後方にスライドさせ便蓋３００から引き抜くことができる。従って、透過窓３１０
が破損したり汚れたような場合には、便蓋３００から簡単に取り外して交換できる点でも
便利であり、経済性にも優れる。
【００４５】
　また、このようにフック３１４を透過窓３１０の後端付近に設けることにより、図１２
に表したように、便蓋３００を開いた状態においても、使用者からフック３１４は殆ど見
えず、見栄えをすっきりとさせることができる。
【００４６】
　なお、図１８乃至図２２においては、透過窓３１０にフック（係合凸部）３１４を設け
、支持橋３６０にフック用凹部（係合凹部）３６５を設けた具体例を表したが、本発明は
これには限定されない。例えば、これとは逆に、透過窓３１０にフック用凹部（係合凹部
）を設け、支持橋３６０にフック（係合凸部）を設けた構造でもよい。
【００４７】
　一方、本具体例においては、便蓋３００を閉じた状態において、人体検知センサ５００
は透過窓３１０を介して使用者の存在を検知するので、透過窓３１０はできるだけ赤外線
を透過しやすい構造にすることが望ましい。このために、透過窓３１０の材料としては、
前述したように例えばポリエチレンを用いる。さらに、図２１及び図２２に表したように
、肉薄の窓部３２０を設けて赤外線の透過率を高くし、その周囲には肉厚のフランジ部３
３０を設けて支持補強する構造とした。
【００４８】
　透過窓３１０を高密度ポリエチレンで形成した場合、窓部３２０の厚みを０．５ミリメ
ータ程度まで薄くすると、人体検知センサ５００として焦電センサを用いた場合でも十分
な検出感度が得られた。一方、窓部３２０の周囲に設けるフランジ部３３０の厚みを１．
５ミリメータ程度とすれば、通常の使用態様において透過窓３１０の外れや破損を防止で
きる。
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【００４９】
　また、図１５に関して前述したように、本具体例においては、透過窓３１０の下には人
体検知センサ５００が突出して設けられ、図１５に表したようにケースカバー４３０の上
端と透過窓３１０との間隔Ｓは約１ミリメータとされている。従って、便蓋３００を閉じ
た状態で透過窓３１０に押圧力が負荷されると窓部３２０が変形するが、その変形量は１
ミリメータまでに制限され、それ以上の押圧力に対してはケースカバー４３０が力を受け
ることにより透過窓３１０の破損や外れを防止できる。　
　以上、具体例を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明は
、これらの具体例に限定されるものではない。例えば、図１乃至図２２に関して前述した
各具体例は、技術的に可能な範囲において適宜組み合わせることができ、これらも本発明
の範囲に包含される。　
　また、トイレ装置の構造や動作の内容についても、図１乃至図２２に関して前述したも
のには限定されず、当業者が適宜設計変更することにより本発明を同様に実施し、同様の
効果を得ることができるものも本発明の要旨を含む限り、本発明の範囲に包含される。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の実施の形態にかかるトイレ装置の模式斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態にかかるトイレ装置の模式斜視図である。
【図３】本体部４００の内部を前方から眺めた斜視図である。
【図４】本体部４００の内部を後方から眺めた斜視図である。
【図５】便器洗浄バルブユニット７３０の取り付け構造を説明するための斜視図である。
【図６】便器洗浄バルブユニット７３０の取り付け部を上方から眺めた模式図である。
【図７】電動開閉ユニット７２０と便器洗浄バルブユニット７３０との配置関係を表す斜
視図である。
【図８】電動開閉ユニット７２０と便器洗浄バルブユニット７３０を後ろ側から眺めた模
式図である。
【図９】本具体例のトイレ装置を正面から眺めた斜視図である。
【図１０】便蓋３００が閉じた状態の人体検知センサ５００の取り付け部を表す拡大斜視
図である。
【図１１】便蓋３００が開いた状態の人体検知センサ５００の取り付け部を表す拡大斜視
図である。
【図１２】便蓋３００が開いた状態の人体検知センサ５００の取り付け部を表す拡大斜視
図である。
【図１３】便蓋３００が開いた状態においてその軸支部を正面から眺めた拡大斜視図であ
る。
【図１４】人体検知センサ５００を埋め込んだ本体部４００の一部拡大縦断面図である。
【図１５】人体検知センサ５００を埋め込んだ本体部４００の一部拡大縦断面図である。
【図１６】本具体例のトイレ装置１００において人体検知センサ５００により人体を検知
可能な範囲を例示する模式図である。
【図１７】本具体例のトイレ装置１００において人体検知センサ５００により人体を検知
可能な範囲を例示する模式図である。
【図１８】透過窓３１０を取り付ける便蓋３００の取付部を表す斜視図である。
【図１９】透過窓３１０を斜め上方から眺めた斜視図である。
【図２０】透過窓３１０を斜め下方から眺めた斜視図である。
【図２１】透過窓３１０を横方向に切断した断面斜視図である。
【図２２】透過窓３１０の取り付け部の断面を表す拡大断面図である。
【符号の説明】
【００５１】
１００ トイレ装置、２００ 便座、３００ 便蓋、３０５ 後部下端、３１０ 透過窓、３
１２ レール溝、３１４ フック、３２０ 窓部、３３０ フランジ部、３４０ 開口、３５
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０ レール、３６０ 支持橋、３６５ フック用凹部、４００ 本体部、４０５ 段部、４１
０ 凹設部、４２０ 着座センサ、４３０ ケースカバー、４４０ 排気孔、４５０ 排出孔
、５００ 人体検知センサ、５１０ 焦電素子、５２０ レンズ、５３０ 基板、６１０ ノ
ズルユニット、６２０ 温風ユニット、６３０ 脱臭ユニット、６４０ コントローラ、６
５０ ポンプユニット、６６０ 熱交換ユニット、６７０ 表示部、６８０ 補助操作ユニッ
ト、６９０ バルブユニット、７００ コントローラ、７１０ ドライバユニット、７２０ 
便器洗浄バルブユニット、７２０ 電動開閉ユニット、７３０ 便器洗浄バルブユニット、
７３５ 給水配管、７４０ 室暖ユニット、７６０ 便器側ベースプレート、７７０ 取付基
板、７７２ ピン、７７５ 開口、７８０ 電動開閉ユニット、８００ 便器

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(14) JP 5511123 B2 2014.6.4

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】
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【図２２】
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